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本日はこのような場を設けていただきありがとうございます。 

 

 

小川さゆりと申します。 

私の両親は 20歳前後の頃旧統一教会に入信し、合同結婚式で結婚しました。 

私はその二人の元に生まれ、二世信者として育てられました。 

父は元教会長で、母は政治面でも教会から出馬した議員の選挙活動を手伝ったり、 

ウグイス嬢をしていたりと、双方がとても熱心な信者でした。 

 

そのため、生まれた頃から自分の意思に関係なく礼拝参加や、“教義本“訓読の強制、 

恋愛禁止などを教えられ、それらを破った場合、地獄に落ちるなどと脅す教育を受けてき

ました。 

教会では「神の子」として褒め称えられますが、実際の生活にはあまりにもギャップがあ

りました。 

両親は多額の献金を繰り返し、生活はとても苦しく、 

私は幼少期から学生時代にかけて、見た目の貧しさから長期に渡っていじめを受けてきま

した。 

また、両親が親戚中を勧誘したり、お金を要求したり、 

そのことで怒られているところもたびたび見させられてきました。 

 

私が高校生になってから卒業後の 2年間、アルバイト代の 200万円ほどの給与も、 

ほぼ全て両親に没収されてきました。 

また同時期に、介護が必要になった祖母に対し、家族が暴言・暴力を振るうようになりま

した。 

 

それでも両親と、両親の信じた教会を信じたかった私は、 

祝福結婚を受けるための修練会に参加しますが、そこで公職者からセクハラを受けまし

た。 

そして、その原因は「あなたに悪霊が憑いているからだ」と言われ、 

韓国の清平（チョンピョン）という除霊施設の修練会に参加します。 

しかしそこでは精神崩壊した信者たちを数多く目の当たりにしました。 

 

私はそういった教義の矛盾や家族崩壊からのストレスで、精神の安定を保つことが難しく

なり、 

精神疾患を追い、精神病棟に入院しました。 

しかしその際、隠して貯めていた貯金を母親に無断で全額引き落とされていました。 

退院し、帰国後も精神に支障をきたし、引きこもるようになりました。 

その頃、母が自分のことを「家にお金も入れないでいつになったら働いてくれるのか。」 

と厄介者扱いしていることを知り、限界を感じ、家を出たのち、脱会しました。 

 

 

私は今回の安倍元首相“暗殺事件”の後、自分と同じように苦しんでいる 

多くの被害者方々の存在を知り、宗教による被害をなくしたいと思いました。 

そのために、現役信者、元信者を対象に、現在被害のアンケート調査を実施しています。 



2 

そこで寄せられた被害について、一部紹介致します。 

 

ある方は、信仰を強制され、鬱で不登校になってしまいました。 

また、小学校の頃から、信仰を破ると最大 3日間断食させられるなど罰を受けたという

方、 

兄弟共に学費を使い込まれた方や、大学に行っていないのに奨学金を借りて生活費に使わ

れた方、 

この方はそれでも兄弟の学費を自ら稼いで肩代わりしましたが、結局両親は自己破産して

いました。 

また、妊娠中に子供を材料に霊能者に脅迫されて献金させられたという方、 

その他にも多くの被害内容が私の元に寄せられています。 

では、なぜこのような被害が繰り返されるのか、その構造的な問題を説明させていただき

ます。 

 

 

1  

旧統一教会は韓国に本部があります。日本と韓国の関係と言うのは、聖書に出てくるアダ

ムとイブに準えて、アダム国家とエバ国家と言うように定義されていて、アダム国である

韓国にエバ国である日本が経済を助けなければならないという教えになっています。その

ため毎月日本の教会には莫大なノルマが課せられ、そのお金は韓国へ送金されます。 

 

2  

これがなぜ子供の被害に繋がるかと言うと、教義によって「そうしないと不幸が起こる」

とか、「あなたの先祖や子孫が地獄へ行く」などと脅迫され、献金のために家庭を犠牲に

することはむしろ功績とされたりするので、信仰の強い親は多額の献金を繰り返して、拒

否権のない子供たちは貧困を強要されられたり、働ける年齢になるとお金を本人の意思関

係なく奪われたり、進学が制限されたりということが起こります。 

また、旧統一教会では連帯責任と言う教えがあり、家族全員が信仰していないと皆が地獄

に落ちると言われるため、信仰は脅迫を伴って強制されているということを知っていただ

きたいです。 

 

３－１ 

また、競技によって親は子供を守ろうとしていたり、子供もまた親を信じたいと思ってい

るので、 

双方が被害者意識も加害者意識も持てていないということが非常に多いです。 

その中でも、助けてもらいたいと思った子供が、行政に相談するとどうなるかと言うと、 

 

３－２ 

今の日本では、明らかな虐待や相談に値する案件であっても、国や行政は宗教的な理解が

乏しいので、 宗教と言うことを理由に、受け入れてもらえないということが常態化してい

ます。 

 

４ 

また法律面がどうなっているかと言うと、 日本では子供についての法整備がやっと進んで
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きましたが、 子供の権利条約にあるような法律の導入はなく、子供の権利が放置されてき

ました。 

献金被害についても、整備する法律がなく放置されたままです。 

こういった人を脅してお金を取るようなカルト教団も宗教法人法と信教の自由で保護され

てしまっています。 

 

 

宗教法人法の中に、文化庁が裁判所へ解散請求をして、裁判所が認めれば団体を解散させ

て、一般団体になると言う部分があるのですが、文化庁は頑なにこれをしないと言う態度

を貫いています。 

 

 

なぜこのようなことが起きているかと言うと、その大きな原因のひとつに旧統一教会の政

治家への活動が大きな原因として挙げられています。  

フロント団体を含めて行政や政治家に接近し選挙応援する代わりとして、権威を利用して

いる協力関係を長年築いてきました。 

その結果、こういったカルト教団や被害者が 30 年以上放置されて、今も日本の行政は問題

解決に非常に消極的になっていて、これが被害者を今でも生み出している大きな原因とな

っています。 

 

宗教による児童虐待や権利侵害についてはこちらのスライドをご確認ください。 

時間の都合上読み上げることは省略しますが、旧統一教会に限らず、エホバの証人の二世

などからも悲痛な声が沢山届いているためご紹介させて頂きます。 

 

児童虐待の他にも合同結婚で韓国に行ったものの洗脳が解けて後悔している人がいます。 

国家間で協力のうえ日本に帰れる場所を用意して頂きたいです。 

 

旧統一教会の施設が集まる清平（チョンピョン）では、現在建設中の天苑宮（てんえんぐ

う）の建設費用に、総額 300億円が必要だと言われています。 

また今後、日本での 1000件規模の被害に対して賠償をする必要があると思われます。 

教会はこれだけの巨額の資金を現役信者の方から、また集める必要があります。 

被害者への賠償のために新たに被害者を作ってはいけません。 

韓国本部から献金被害などのお金を取り戻すため、国際的な協力体制をお願いしたいです。 

また、最大の資金源である日本教会の大幅な減収から、韓国本部から統一教会の拠点があ

る世界各国の各家庭に対して、1家庭約 10万円の献金要請が出されています。 

このカルト教団の拠点がある各国の皆さまにおかれましては厳重な警戒をされるべきだと

思います。 

 

 

被害者を救い、再発を防ぐため、私は国内では次のお願いをしています。 

 

まず、献金や霊感商法により人生を狂わされ、苦しんでいる数多くの人たちの 1日も早い

救済、被害防止のため、今の臨時国会で、高額献金を規制する法律を必ず成立させていた

だきたいということ 
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そして、違法な契約や恐怖心を煽る教義、児童虐待などを理由に、 

新しい法律で団体そのものを規制・解散できるようにしていただきたいということ 

 

また、行き過ぎた信仰により子供の人権が脅かされていることから、 

困難や虐待に遭っている子供を守る法律や仕組みを作っていただきたいということと、 

どのような理由であっても、子供の利益を最優先に考えて動ける組織を作っていただきた

いということ 

 

そして、旧統一教会の色々な活動に関わりのある政治家の権威が利用されてしまい、 

結果的に勧誘や被害を拡大させてしまったので、 

政治家側の行動基準について法律でルールを決めていただきたいです。 

 

最後に、国際社会の皆様へお願いがあります。 

日本はこどもの権利条約に批准しているにも関わらず、こどもの権利に関して法整備や世

間の理解が非常に未熟な面があります。いま、日本の国内にはどうにか責任や根本的解決

から逃げようという人たちがいます。 

一方でこの問題の解決のために真剣に向き合ってくださっている議員や行政の方々がいま

す。 

私は、日本が被害者やこどもの権利を守れる国であってほしいと思っています。 

そのために頑張っている議員や行政の方々を後押しするために、国連やカルト教団に打ち

勝った国の皆さんのお力を日本に貸してください。 

どうかよろしくお願いいたします。 

 

宗教 2世の声を聴いていただきありがとうございました。 
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